IIS2025_参加支援内容に関する質問＆回答
1. (Q)交通費につきまして、伝票払いが可能な旅行代理店を利用し、その旅行代理店へ核融合科学研究所から直接お支払いいただくことは可能でしょうか？
(A)旅行代理店に対し、航空券代を弊所から直接支払うことは可能です。
お手数ですが、旅行代理店に、見積書・納品書・請求書の作成の依頼をお願い致します。
各書類の宛名は「自然科学研究機構　核融合科学研究所」宛てで作成依頼をお願いいたします。
なお、旅行代理店に対しても帰国後のお支払いとなりますので、
月末締め翌月末払い（今回の場合は７月末）の振込となることを了承してもらってください。
振込名義は「自然科学研究機構」です。

２．(Q) 領収書の提出には、現地での食費（朝食・昼食・夕食）は含まれますか？
(A)参加費に含まれない、昼食、朝食、夕食は、旅費に含めて定額が支給されます。
領収書提出は不要です。

3. (Q)マルセイユ空港から宿泊施設までの交通費（バス・タクシー等）も領収書が必要でしょうか。
(A)マルセイユ空港からマルセイユ大学までの交通費に関して、一般的にはバスを利用しますので、
紙の切符（見せるだけで持ち帰れます）とレシート（現金・カード払いどちらでも発行されます）を持ち帰ってください。
タクシー代やライドシェア代は支援対象ではありません。
支援対象となるのは公共交通機関のみです。

4. (Q)領収書の名義は、会社名でもOKか？もしくは、参加者名義でなければいけませんか？
(A)こちらからの要望としては本人名義（会社名義ではなく）の領収書をいただきたいです。
会社名＋本人名でも結構です。

5. (Q)海外の代理店にて発行される領収書にはインボイス登録番号がありません。
航空券の領収書はインボイス登録番号の記載が必要ですか？
(A) 海外代理店発行の領収書の場合は、インボイス登録番号は不要です。

6. (Q)ビザ取得のために東京大使館までの往復新幹線費用およびビザ費用は、支援対象に含まれるのでしょうか?
(A)ビザ取得のための旅費、ビザ申請費用と返送用レターパック代も支援対象です。

